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）
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①審査請求

②諮問

③理由説明書の
提出

④諮問庁から提出され
た理由説明書の写しの
送付

⑤理由説明書に対す
る意見書の提出

⑥審査請求人から提出
された意見書の写しの
送付

⑧意見聴取⑧意見聴取

⑨答申

⑩審査請求に対する裁決・決定

※上記は、一般的な手続の大まかな流れとなります。手続の進捗や審査会
の判断等により、上記とは異なる場合があります。
※審査会（第2回）の開催の有無については、⑧諮問庁・審査請求人の意見
聴取を行うか否かにより情報公開審査会が決定します。

審査請求から裁決・決定までの流れ（概要）

⑦

情
報
公
開
審
査
会

第1回
(審議)

第2回
(審議)

第3回
(答申)


